
61

参考資料 技術職員に関する実態調査について（研究基盤協議会調べ）

実施団体 タイトル 対象 調査概要 継続性
の有無 調査結果概要（一部）

総務省統計
局

科学技術研究
調査

大学、短期大学、高等
専門学校などのほか、大
学共同利用機関法人、
大学に設置される研究
所・研究施設など。対象
約3,800（国内全ての
大学等）

組織別研究費、費目別研究費、
学問別研究費、研究関係従業
者数、組織・専門別本務者数
等

H23〜
年1回

R2年度の研究者は33.7万人（前年度比0.7%増）、研究
補助者等7.6万人（前年度比0.2%減）。
研究補助者1.55万人、技能者1.30万人、研究事務その他
の関係者4.75万人。
「研究補助者」：研究者を補佐し、その指導に従って研究関係業務に従事する者。
「技能者」：研究者又は研究補助者の指導・監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者。
「研究事務その他の関係者」：研究関係業務のうち庶務、会計などの事務に従事する者。

NISTEP 科学技術指標
科学技術研究調査結果
を引用

ーーー ーーー S62〜
年1回

大学での研究支援者数は女性が男性の約2倍
女性研究支援者においては、「研究事務その他の関係者」の
割合が約7 割と最も多い。

文部科学省
科学技術・
学術政策局
研究開発基
盤課

先端研究基盤
共用・プラット
フォーム形成事
業等における
専門スタッフア
ンケート調査

先端研究基盤共用・プ
ラットフォーム形成事業に
採択された34機関中の
24機関と北大オープンファ
シリティプラットフォームの計
35機関の専門スタッフ

151名の専門スタッフから、経歴、
業務内容、雇用状況などを調査

H27
単発

最終学歴は高校から博士課程まで様々。博士号取得者は4
割。支援業務は様々、しかしコーディネータ・リエゾン、マネー
ジャー職は少ない。現在の職においても2割が研究者の立場で
支援業務を実施。

国立大学法
人 機器・分
析センター協
議会

会員施設プロ
フィール

構成員は機器分析セン
ターの流れをくむ施設を中
心とした約50施設

センターの設置年、連絡先、所
有する機器数、更新が必要な機
器数の他、センター所属の教職
員数（職階、専任/兼任、常勤
/非常勤情報込）

H23〜
年1回

EXPO2021（R3年1月開催）で、9年間の教職員数の推移
を報告。教員は減少傾向、技術職員は増加、しかし、増加分
はほぼ兼任。

国立大学法
人 機器・分
析センター協
議会
技術職員会
議

国立大学法人
機器・分析セ
ンター協議会
技術職員アン
ケート等

当該協議会に参加する
施設に所属する技術職
員（非正規職員含む）

毎年特定のテーマを設定する。
R2年度のテーマは「技術職員の
職務環境・実際調査」と題し、
113名から経歴、業務内容、雇
用状況、更にどうすればより効果
的な研究支援ができるか等を調
査

H24〜
年1回
※テーマ
は毎年変
更

R2年度調査は、EXPO2021（R3年1月開催）で報告。
72%が「重点支援①（地域貢献型）」大学所属。46‐50歳
が多めだが幅広い年齢層に分布、女性の割合約50％、博士
号取得者は10%。効果的な支援業務のために必要な改善は、
仕事に対する目標が明確、技術研鑽を積める環境、評価、
キャリアパウの明確化という意見。

技術職員組
織研究会

大学技術職員
組織研究会ア
ンケート

施設系技術職員を除く技
術職員

組織体制，組織運営，人員構
成，組織間交流，技術の伝承
などの実態調査等

R2
単発

EXPO2021（R3年1月開催）で報告。組織化のメリットは大、
しかし評価やキャリアパスが不透明。現状、大学横断的な連携
は困難。

中間まとめ

参考資料：技術職員等専門職人材の処遇改善



文部科学省研究大学強化促進事業より

ガイドライン
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参考資料：URAの質及び量の確保



文部科学省「令和３年度 大学等における産学連携等実施状況について」より抜粋

中間まとめ

ガイドライン
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参考資料：URAの質及び量の確保



文部科学省大学研究力強化委員会（第9回）配付資料【資料6 高橋委員発表資料】より抜粋

ガイドライン
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参考資料：URAの質及び量の確保



東京大学リサーチ・アドミニストレーター HP 「東京大学のURA認定制度（パンフレット）」より抜粋

ガイドライン
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参考資料：URAの質及び量の確保



文部科学省大学研究力強化委員会（第9回）配付資料【資料6 高橋委員発表資料】より抜粋

ガイドライン
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参考資料：URAの質及び量の確保



内閣府 科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合（令和４年３月３日）
国立大学協会「研究時間について」より抜粋

ガイドライン
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参考資料：URAの質及び量の確保



内閣府「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し（バイアウト制度の導入）について
（令和2年10月9日）」より抜粋

ガイドライン
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参考資料：教育教員と研究教員の役割分担の見直し



内閣府 科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合（令和４年３月３日）より

ガイドライン
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参考資料：教育教員と研究教員の役割分担の見直し
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